
自治体職員が参加して橋梁診断判定会議を開催！！
～最終判断は「施設管理者」が決める！～
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橋梁点検の終了に伴い健全性の診断、判定会議を実施しました。
副所長を議長に据え、定期点検要領改訂に伴う自治体支援の一環として、自治体へ公開しての開

催でした。
大分県土木事務所（佐伯・豊後大野）、豊後大野市、中津市の職員、全８名が公聴している中、白

熱した議論が飛び交いました。
参加された自治体職員からは「点検業者の提案に基づいて判定している」「今回の判定会議を参考

に施設管理者として判定できるようにしたい」等感想がありました。
「施設管理者の判断で、判定してください」の言葉で締めくくり、無事、診断判定会議を終了しました。
今後もメンテナンス技術向上に向けた取組みを広げて、自治体支援に努めたいと思います。

支承本体：H22年度点検

支承本体：H27年度点検時

腐食がひどいな

今回点検で補修済
みを確認しました。

対策区分は

「A」かな「B」かな

綺麗に補修してるね


